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Ⅰ 本学の沿革と特色 

 

 

  

 本学
ほんがく

の歴史
れ き し

は、1940年
ねん

の横浜
よこはま

第一
だいいち

商 業
しょうぎょう

学校
がっこう

の設立
せつりつ

まで遡り
さかのぼ

、戦後
せんご

の 1966 年に横浜
よこはま

商科
しょうか

短期
たんき

大学
だいがく

が設立
せつりつ

されました。1968 年に短期大学から四年制の大学となり、現在
げんざい

に

至って
いた

います。建学
けんがく

以来
いらい

、世
よ

に送り出した
おく  だ

卒業生
そつぎょうせい

はすでに 15,000 名を越え
こ

、社会
しゃかい

の

各方面
かくほうめん

で活躍
かつやく

しています。 

建学当初
とうしょ

は、商学部
しょうがくぶ

 商学科
しょうがっか

のみの単科
た ん か

大学
だいがく

としてスタートしました。 

その後、1974 年に貿易
ぼうえき

・観光
かんこう

学科
が っ か

および経営
けいえい

情 報
じょうほう

学科
が っ か

の二学科を増設
ぞうせつ

し現在の三

学科となりました。各学科はそれぞれ特 色
とくしょく

を生
い

かし、学問
がくもん

を通
つう

じての真理
し ん り

の探 求
たんきゅう

と、

高度
こ う ど

な専門
せんもん

教 育
きょういく

を共 通
きょうつう

の目
もく

標
ひょう

としています。 

 また、「教 員
きょういん

と学生とのふれあいと交 流
こうりゅう

こそが教育の基本
き ほ ん

である。」との考えか

ら、少人数制のクラス編成
へんせい

に重 点
じゅうてん

を置
お

き、将 来
しょうらい

の進路
し ん ろ

、学 習
がくしゅう

の方法
ほうほう

、個人的
こじんてき

問題
もんだい

に

対
たい

する相談
そうだん

等
など

に応じています。さらに、ゼミナールでは専門的
せんもんてき

研 究
けんきゅう

における、教員

と学生の対話を通じて、学生の知識の向上と人格
じんかく

形成
けいせい

にも努めています。 

 本学
ほんがく

の特色は、このように高度の専門教育を通じて、国際
こくさい

政治
せ い じ

や世界
せ か い

経済
けいざい

の大きな

流れを理解し、氾濫
はんらん

する情報の中から必要な情報を適確
てきかく

に選択
せんたく

し、これに対応しうる

有為
ゆ う い

の人材を育成するための知的
ち て き

訓練
くんれん

の場として貢献
こうけん

することにあります。 
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Ⅱ 修 学
しゅうがく

の案内
あんない

 

1. 授 業
じゅぎょう

科目
か も く

について 

本学の授業科目は、以下の 4 つの科目群
かもくぐん

に分
わ

かれています。①、②、③の科目群を合わせて 40 単位

以上、④の内、学部
が く ぶ

専門
せんもん

科目
か も く

は 60 単位以上、学科専門科目は 24 単位以上を修 得
しゅうとく

することが卒 業
そつぎょう

条 件
じょうけん

となります。 

①基礎
き そ

演 習
えんしゅう

科目群
かもくぐん

―専門
せんもん

科目
か も く

を学ぶ上で最も基礎となる科目で１年次生が対象になります。 

注注注注））））留学生は、「基礎
き そ

演 習
えんしゅう

Ⅰ・Ⅱ」（必修）の代わりに「日本語日本語日本語日本語ⅠⅠⅠⅠ・・・・ⅡⅡⅡⅡ」」」」が必修科目になります。 

②国際
こくさい

理解力
りかいりょく

育成
いくせい

科目群
かもくぐん

―グローバル化した社会に対応するため、国際理解や言語
げ ん ご

能 力
のうりょく

を 養
やしな

うた

めの科目群です。 

注注注注））））2年次以降の留学生はこの科目群のうち、「「「「日本日本日本日本
に ほ ん

事情事情事情事情
じじょう

」」」」が必修となります。 

③多角的
たかくてき

思考力
しこうりょく

育成
いくせい

科目群
かもくぐん

―視野
し や

を広げ、多角的な視点からの思考力を養う科目群です。 

④専門力
せんもんりょく

育成
いくせい

科目群
かもくぐん

―専門的知識を養う科目群で、学部専門科目と学科専門科目に分かれています。 

 

詳 細詳 細詳 細詳 細
しょうさい

はははは入学時入学時入学時入学時にににに配布配布配布配布
は い ふ

されるされるされるされる、「、「、「、「履修履修履修履修
りしゅう

要覧要覧要覧要覧
ようらん

・・・・講義講義講義講義
こ う ぎ

要項要項要項要項
ようこう

」」」」をををを参 照参 照参 照参 照
さんしょう

してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。配布配布配布配布されたされたされたされた履修要覧履修要覧履修要覧履修要覧はははは

卒 業卒 業卒 業卒 業
そつぎょう

までまでまでまで使用使用使用使用しますのでしますのでしますのでしますので、、、、大切大切大切大切にににに保管保管保管保管してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

 

2. 単位の取り方と成績について 

(1)卒 業
そつぎょう

要件
ようけん

 

8 セメスター（4年間）以上在籍し、上記
じょうき

科目群
かもくぐん

の必要単位
た ん い

を満
み

たし、合計 124124124124単位単位単位単位
た ん い

以上以上以上以上
いじょう

を修 得
しゅうとく

す

ることが卒業要件となり、商 学
しょうがく

の学位
が く い

が授与
じ ゅ よ

されます。編 入
へんにゅう

学生
がくせい

は、３年次編入の場合は４セメ

スター、２年次編入の場合は６セメスター以上在籍し、各科目群の必要単位を満たした合計 124124124124単位単位単位単位
た ん い

以上以上以上以上
いじょう

を修得するることが卒業要件となります。ただし、休学した場合、休学した期間は在籍期間に

含みません。 

 

(2)セメスター制（学期） 

本学では、1 年を 2 セメスター（学期）に分け、4月 1 日から 9月 30 日を前期セメスター、10 月

1 日から 3月 31 日までを後期セメスターとしています。各セメスターは 15 週の授業を開講していま

す。学年や入学年度により各セメスターで履修制限単位数があるので、下の表を確認してください。 

 

（参考）履修制限単位表 
１年次 ２年次 ３年次 ４年次 

学籍番号 
前期 後期 年間 前期 後期 年間 前期 後期 年間 前期 後期 年間 

209番台 20 20 40 20 20 40 20 20 40 30 30 60 

208～206番台 16 16 32 22 22 44 22 22 44 30 30 60 

205 番台 14 14 28 24 24 46 24 24 46 30 30 60 
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 (3)単位修得について 

単位
た ん い

を修 得
しゅうとく

するためには、履修
りしゅう

を希望
き ぼ う

する科目の登録（履修
りしゅう

申請
しんせい

）をする必要があります。 

履修申請は各セメスターのはじめに、次のような手順で行います。    

 

①時間割表をよく見て、履修計画
けいかく

を立てる。 

             ↓          

②指定
し て い

された履修期間内
きかんない

に履修申請をおこないます。 

１年次生…前期は、「授 業
じゅぎょう

科目
か も く

履修
りしゅう

申請書
しんせいしょ

」に必要事項を記入し、事務局
じむきょく

窓口
まどぐち

に提 出
ていしゅつ

してく

ださい。後期は大学の HP から web 申請を行います。 

２～４年次生…各セメスター始めに web にて履修申請をします。 

注注注注））））履修申請をしないと、授業に出 席
しゅっせき

しても単位は与えられません。 

            ↓ 

③履修申請を行った後、登録に間違いがないか確認するため大学から「「「「個人別個人別個人別個人別
こじんべつ

時間割表時間割表時間割表時間割表
じかんわりひょう

」」」」がががが    

送付送付送付送付されますされますされますされます。。。。履修履修履修履修のののの訂正訂正訂正訂正
ていせい

があるがあるがあるがある場合場合場合場合
ば あ い

はははは、、、、指定指定指定指定
し て い

のののの期間内期間内期間内期間内
きかんない

にににに修 正修 正修 正修 正
しゅうせい

をををを行行行行ってくださいってくださいってくださいってください。。。。 

注注注注））））科目によっては履修者
りしゅうしゃ

の制限などがあるため、希望する科目については一回目の授業から

必ず出席してください。 

履修
りしゅう

の方法
ほうほう

など授 業
じゅぎょう

に関
かん

する相談
そうだん

は、学年
がくねん

始
はじ

めのオリエンテーション期間中
きかんちゅう

に行っていま

す。また、不明なことがあればいつでも事務局に問い合わせてください。 

 

3. 授 業
じゅぎょう

時間割
じかんわり

 

 授業時間は通 常
つうじょう

５時限で、土曜日は２時限まで授業を行います。また、教員などの都合により授業

が休講になった場合、補習講義（補講
ほ こ う

と呼ぶ）など必要に応じて６時限まで(土曜日は３・４時限まで

）授業を行うこともあります。 

 授業の開始
か い し

及
およ

び 終 了
しゅうりょう

時間
じ か ん

は次のとおりです。 

 

１時限 ２時限 ３時限 ４時限 ５時限 

9：00〜10：30 10：40〜12：10 13：00〜14：30 14：40〜16：10 16：20〜17：50 

 

 休講などの空き時間には、図書館やコンピュータ室などを有効に利用してください。 

 

4. 試験
し け ん

と成績 

①定期試験は原則
げんそく

として学期の終了前に２週間ほど実施します。科目によっては、授業時の小テス 

ト、レポート提出で評価されることもあります。 

②成績は、定期
て い き

試験
し け ん

や臨時
り ん じ

試験
し け ん

（小ﾃｽﾄ）の成績・レポート提出・講義の出 席
しゅっせき

状 況
じょうきょう

（全講義日数

の 3分の 2以上の出席）・授 業
じゅぎょう

態度
た い ど

等によって総合的
そうごうてき

に評価されます。 

③正当
せいとう

な理由
り ゆ う

により定期試験を受けられなかった者は、追試験
ついしけん

の申請ができます。正当な理由には、

病気
びょうき

またはケガ、親族
しんぞく

の死亡
し ぼ う

・葬儀
そ う ぎ

、公 共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

の遅延
ち え ん

、就 職
しゅうしょく

試験、災害
さいがい

の発生
はっせい

などがあり

ます。追試験
ついしけん

の詳 細
しょうさい

については試験
し け ん

時間割
じかんわり

発表時
はっぴょうじ

に掲示しますので確認
かくにん

してください。 
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④成績は A＋（ 秀
しゅう

）100〜90 点、A（優
ゆう

）89〜80 点、B（ 良
りょう

）79〜70 点、C（可
か

）69 点〜60 点は合

格となり、所定
しょてい

の単位が認定されます。F（不可）59 点以下、及び W（無
む

、評価
ひょうか

無
な

し）は不合格
ふごうかく

と

して単位
た ん い

は認定されません。 

履修した科目が不合格となった場合 

・必 修
ひっしゅう

科目
か も く

…卒 業
そつぎょう

するためには 必
かなら

ず合格
ごうかく

しなければなりません。日本語など、必修科目はで

きる限
かぎ

り早い時期
じ き

に再度
さ い ど

履修
りしゅう

をして合格するようにしてください。 

・選択
せんたく

科目
か も く

…単位を得るために再度
さ い ど

履修
りしゅう

しても良いし、しなくても良いです。 

⑤成績表
せいせきひょう

は、定期
て い き

試験
し け ん

終了後
しゅうりょうご

、毎年 9 月下旬と 3月下旬に郵送
ゆうそう

にてお知らせします。成績の思わ

しくない者については留学生担当教員との面接
めんせつ

を実施するなどの指導
し ど う

を行っています。 
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Ⅲ学生生活 

 

⒈ 住 居
じゅうきょ

 

 留学生
りゅうがくせい

にとって、日本に入 国
にゅうこく

直後
ちょくご

にまず直 面
ちょくめん

するのが住居の問題です。本学
ほんがく

には学生寮
がくせいりょう

があり

ません。住まいを決めるにあたって次のようなことに注意してください。 

 

（1）賃貸
ちんたい

アパートなどに入居する場合 

日本のしきたりとして、アパート、貸間等の斡旋
あっせん

は不動
ふ ど う

産屋
さ ん や

を 仲
ちゅう

介
かい

することが多いのですが、 

その際
さい

、仲 介
ちゅうかい

業者は礼金
れいきん

と称して１・２ケ月分の家賃
や ち ん

に相当
そうとう

する仲介手数料を取る場合がほとんど 

です。また家主の方へも敷金
しききん

や権利金
けんりきん

などの名目
めいもく

で１・２ケ月分の家賃に相当
そうとう

する金額
きんがく

を支払
し は ら

うの 

が普通です。敷金の名目で納
おさ

めた分
ぶん

については、部屋を解約する場合に補修
ほしゅう

代金
だいきん

や清掃
せいそう

代金を除
のぞ

い 

て返金はありますが、権利金と 称
しょう

する部分
ぶ ぶ ん

については返
かえ

してもらえないので注意
ちゅうい

する必要がありま 

す。アパートの契約
けいやく

など少しでも不明
ふ め い

な点
てん

があったら事務局まで問い合わせて下さい。 

 

（2）留学生会館に入居を希望する場合 

神奈川県
か な が わ け ん

、横浜市
よこはまし

にはそれぞれ留学生を受け入れる施設
し せ つ

として留学生
りゅうがくせい

会館
かいかん

があります。毎年
まいとし

、会 

館から募集があり、希望者
きぼうしゃ

は応募
お う ぼ

することができます。特に横浜市
よこはまし

国際
こくさい

学生
がくせい

会館
かいかん

（鶴見
つ る み

）は、募集
ぼしゅう

人数
にんずう

に対して応募人数が多く、応募者全員が入 居
にゅうきょ

することはできません。 

学生会館は、家賃が月額 20,000～30,000 円程（光熱費
こうねつひ

込
こ

み）と低額
ていがく

ですが、入館者は地域
ち い き

との交 流
こうりゅう

を促進
そくしん

するためのプログラムに参加することが求められます。入居募集は例年 12 月頃に掲示で行い

ます。 

 

＊ どのようなどのようなどのようなどのような住居住居住居住居にににに住住住住むむむむ場合場合場合場合でもでもでもでも、、、、ゴミゴミゴミゴミ出出出出しなどしなどしなどしなど地域地域地域地域ののののルールルールルールルールをををを守守守守るようにるようにるようにるように    

心心心心がけがけがけがけまままましょうしょうしょうしょう。。。。    

 

2. 学生住 宅
じゅうたく

総合
そうごう

保障
ほしょう

制度
せ い ど

 
留学生が民間

みんかん

アパートなど居室
きょしつ

を借
か

りる際
さい

、ほとんどの場合
ば あ い

保証人
ほしょうにん

を必要
ひつよう

とします。この補償制度

は、留学生
りゅうがくせい

が円滑
えんかつ

に入 居
にゅうきょ

することができるよう支援
し え ん

する制度です。留学生本人が本学を通じて国際
こくさい

教 育
きょういく

支援
し え ん

協 会
きょうかい

留学生
りゅうがくせい

住 宅
じゅうたく

総合
そうごう

保障
ほしょう

に加入することにより、大学が連帯保証人となる制度です。補償
ほしょう

範囲
は ん い

は、家屋
か お く

の損 傷
そんしょう

、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

での事故
じ こ

、旅行中
りょこうちゅう

の事故などによる保険金
ほけんきん

の支払いなど、多くが対

象となります。保険に加入することは、安心して生活するためにも必要であるので、大学でも加入を勧
すす

めています。この制度の加入には、「留学」の在留資格が必要です。詳しくは事務局まで問い合わせ

てください。 
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3. 奨学金
しょうがくきん

 

 本学を通
とお

しての奨学金
しょうがくきん

制度
せ い ど

は、留学生
りゅうがくせい

も含めた全学生対象の奨学金制度と留学生
りゅうがくせい

のみを対象にし

た奨学金制度があります。 

 

（1）留学生のみ対象 

①私費外国人留学生学習奨励費制度（１年間給付
きゅうふ

） 

年度の始めに文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

の外郭
がいかく

団体
だんたい

である日本
に ほ ん

学生
がくせい

支援
し え ん

機構
き こ う

より本学を通じて奨学生の募集
ぼしゅう

が 

行われます。採用
さいよう

人数
にんずう

は総留学生数に基
もと

づきます。2008 年度は、7 名（うち 1 名は 6 ヶ月）で 

した。2009 年度の給付
きゅうふ

奨学金
しょうがくきん

は月額 48,000 円となります。 

 

②民間
みんかん

企業
きぎょう

や各種
かくしゅ

団体
だんたい

による奨学金制度（給付） 

募集
ぼしゅう

時期
じ き

、募集内容
ないよう

はそれぞれ異なります。 

過去の奨学生 

 佐川留学生奨学会／朝鮮奨学会／高羅記念奨学会／ロータリー米山記念奨学金 

平和中島奨学金/昭和池田記念財団など。 

 

③国連大学私費留学生貸与育英奨学金 

   国連大学による貸与
た い よ

育英
いくえい

資金
し き ん

奨学金
しょうがくきん

制度
せ い ど

です。一度にまとめて貸与（最高 40 万円）を受ける

ため、授業料や急な引越しなどの出費に便利です。また、返済は卒業するまでに毎月 1万円ず

つ事務局窓口へ返還します。 

出身国の制約
せいやく

や、特典
とくてん

など詳 細
しょうさい

は、オリエンテーション時の説明会や事務局に問い合わせてく 

ださい。 

注注注注））））募集募集募集募集はははは 4444 月月月月・・・・10101010 月月月月にににに行行行行いいいい、、、、全全全全てててて掲示版掲示版掲示版掲示版でおでおでおでお知知知知らせしますらせしますらせしますらせします。。。。 

 

（2）全学生対象 

①横浜商科大学特待生
とくたいせい

、横浜商科大学同窓会
どうそうかい

奨学金 

全学生を対象とした本学独自
ど く じ

の奨学金(特待生、同窓会奨学生)は前年度の成績
せいせき

優秀者
ゆうしゅうしゃ

に支給
しきゅう

さ 

れます。2009 年度は 2 名の留学生が特待生
とくたいせい

に選ばれました。 

 

（特待生、同窓会奨学生） 

 採用人数 給付年額 備 考 

横浜商科大学 
特 待 生 

2～4 学年・各学科 
１名ずつ 9 名 授業料相当額 成績最優秀者 

横浜商科大学 
同窓会奨学金 

2～4 年次 
3 名 

４０万円 成績優秀者 

 

 

②資格取得奨励奨学金 

 各種
かくしゅ

一定
いってい

レベルの資格を取得すると、奨 励
しょうれい

奨学金
しょうがくきん

が支給されます。資格の詳細は、入学時に 

配布された「学生
がくせい

便覧
びんらん

」で確認してください。 
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4. アルバイト 

 外国人留学生が日本で生活する場合、生活費の経済的負担
ふ た ん

が大きいということが切実
せつじつ

な問題である

ことは否定
ひ て い

できません。１９７０年代前半までは、外国人学生のアルバイトは原則として禁止
き ん し

されて

いました。現在では外国人留学生のアルバイトは、週２８時間以内に限り認められています。また、夏期
か き

休暇
きゅうか

、春期
しゅんき

休暇
きゅうか

など長期休業期間は、一日 8時間以内とします。皆さんも自覚していると思いますが

生活費の一部を得るためのアルバイトが、生活の中心になり、大学生活が乱れることにならないよう

十分気をつけて下さい。深夜
し ん や

の就 労
しゅうろう

、危険
き け ん

な作業
さぎょう

、過酷
か こ く

な労働
ろうどう

など学生生活に支障をきたすようなア

ルバイトは避けるようにしてください。また特殊な営業などのアルバイトは禁止です。なお、アルバ

イトに関して、賃金
ちんぎん

や就 労
しゅうろう

条 件
じょうけん

など、少しでも不明
ふ め い

な点や疑問
ぎ も ん

な点があれば、留学生担当の教 職 員
きょうしょくいん

や事務局に相談するようにしてください。また、アルバイトを新たに始める場合や、アルバイト先が

変更
へんこう

になった場合は、事務局まで届け出てください。 

    注注注注））））アルバイトを行うにあたっては、P11 の（４）資格外活動届の欄
らん

を熟 読
じゅくどく

し、手続等に間違いが

ないようにして下さい。 
 

5. 医療
いりょう

 

（1）国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほ け ん

 

 国民健康保険は、日本
に ほ ん

滞在
たいざい

１年以上の外国人を対象に加入することが義務付けられています。国

民健康保険に加入すると医療費
いりょうひ

の７０％が保険でカバーされ、自己
じ こ

負担
ふ た ん

は３０％の支払いです。保

険に加入するには、居住地
きょじゅうち

の市または区役所
くやくしょ

で申請を行い保険
ほ け ん

料 金
りょうきん

を支払って、保険証
ほけんしょう

の交付
こ う ふ

を受

けて下さい。なお、保険料金は居 住
きょじゅう

地区
ち く

により少し異
こと

なります。 

  国民健康保険証は、常
つね

に携帯
けいたい

し病気またはケガで医療
いりょう

機関
き か ん

等に行ったときに、最初に受付
うけつけ

窓口
まどぐち

で

提示
て い じ

して下さい。 
 

（2）保健室
ほけんしつ

 

  大学には保健室があり、学内での 急 病
きゅうびょう

、外 傷
がいしょう

などの 救 急
きゅうきゅう

処置
し ょ ち

の他、健康
けんこう

相談
そうだん

、生活
せいかつ

相談
そうだん

など 

を行っていますので、気軽
き が る

に来室
らいしつ

して下さい。 

受付時間 月〜金 ９：00〜11：30 12：30〜16：15 

土  ９：00〜11：30 12：00〜12：45 

※なお、急患の場合は時間外でも受け付けます。 

 

（3）学生
がくせい

相談室
そうだんしつ

 

  カウンセラーが 常 駐
じょうちゅう

しています。慣
な

れない日本での生活、勉学、進路
し ん ろ

などさまざまな悩
なや

みや疑問
ぎ も ん

について相談を受け付けています。相談
そうだん

内容
ないよう

が外部
が い ぶ

に漏
も

れることはありません。 

       問い合わせは  電話：045-583-9239（直通） 

               E-mail：sodan@shodai.ac.jp 
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Ⅳ 日本在留手続き及び注意事項 

 

⒈ 外国人
がいこくじん

登録
とうろく

 

 ９０日以上日本に滞在する外国人は、居 住
きょじゅう

する市区
し く

町 村
ちょうそん

の役所
やくしょ

に登録をしなければなりません。

その際に発行される「外国人
がいこくじん

登録
とうろく

証明書
しょうめいしょ

」は常
つね

に携帯
けいたい

してください。居 住
きょじゅう

場所
ば し ょ

を移
い

転
てん

した際は 14 日

以内に移転先の役所に届け出を行ってください。 

また、記載
き さ い

事項
じ こ う

に変更があった場合も速
すみ

やかに届け出てください。 
 

⒉ 入 国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

について 

 日本に在 留
ざいりゅう

するための必要
ひつよう

な手続を行なうところです。 

  

○東京入国管理局  通 称
つうしょう

：入 管
にゅうかん

 

   所在地：〠108-0075 東京都品川区港南 5-5-30 

        総合案内 インフォメーションセンター ☎（03）5796-7112 

  交通機関：ＪＲ品川駅下車、港南口より都営バス「品川埠頭循環」乗車「東京入国管理局」下車 

       Ｃ２出口より徒歩５分 

  受付時間：月〜金 ９：00〜12：00 13：00〜16：00 

 
○東京入国管理局 横浜支局 

   所在地：〠236-0002 横浜市金沢区鳥浜町10-7 

電話番号： 総務課045-769-1720 

インフォメーションセンター045-769-0230 

交通機関：JR 京浜東北・根岸線「新杉田駅」バス乗場から、横浜交通開発バス「鳥浜６１系統」

に乗車，「入国管理局前（新設）」バス停を下車（ バスの乗車時間約15 分） 

 

○東京入国管理局 横浜支局 川崎出張所 

   所在地：〠231-0023 川崎市麻生区上麻生 1-3-14 川崎西合同庁舎１階 ☎（044）965-0012  

   交通機関：小田急線 新百合ヶ丘駅（南口から徒歩３分） 

   受付時間：月〜金 ９：00〜12：00 13：00〜16：00 

 
 

⒊ 諸手続
しょてつづき

を行う上での注意 

 日本に入国した留学生は、その後の在留の 状 況
じょうきょう

に応じて様々な在留手続を行わなければなりませ

ん。手続きをスムーズに行うには、成績や日ごろの生活態度が重要となります。その中でも本学
ほんがく

の学

生として必要な手続を説明しますが、留学生の皆さんは諸注意
しょちゅうい

をよく読み、担当者
たんとうしゃ

の指示に 従
したが

って手

続きを行ってください。 
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注注注注））））諸手続
しょてつづき

を行う上で、特に入国管理局が注意しているのは、経費
け い ひ

の支弁
し べ ん

がどのように行われて

いるのかということです。必ず銀行
ぎんこう

等を利用して、普段
ふ だ ん

から「自分の 蓄
たくわ

えはいくらあるのか」、

「誰
だれ

がいくら送金
そうきん

したか」を証明できるようにしてください。 

    （預金
よきん

通 帳
つうちょう

等が証明する資料となります。仕送りの手渡しは外国
がいこく

為替法
かわせほう

にもとづく書類の控
ひかえ

を保管
ほかん

し

ておいてください。） 
 

4.入国管理局への申請 

（1）大学による取次
とりつぎ

申請
しんせい

の流れ 

  

  

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（2）一括
いっかつ

申請
しんせい

取次
とりつぎ

の注意点 

 大学で申請の取次ができる手続には以下のようなものがあります。 

 必要な書類等については、手続の各項目
かくこうもく

にのせていますが、若 干
じゃっかん

異
こと

なることがありますので、申請前
しんせいまえ

にあらかじめ事務局に問い合わせて下さい。 

 

  ① 在 留
ざいりゅう

期間
き か ん

の更新
こうしん

 

  ② 在 留
ざいりゅう

資格
し か く

の変更
へんこう

  

  ③ 再入国
さいにゅうこく

許可
き ょ か

     

  ④ 資格外
しかくがい

活動
かつどう

許可
き ょ か

 
 

 大学で取次ぎを行う場合は、掲示にてお知らせいたします。 

 なお、大学を通じて申請を行う場合は、皆さんが入国管理局で直 接
ちょくせつ

手続を行うより時間が 

かかりますので、余裕
よ ゆ う

をもって手続を行ってください。 

取 次 受 付 

 

（注意） 

 なお、大学の取次には学内での処理等があ

るため、直接入国管理局で手続を行うより

１週間程度時間がかかります。 

学内で申請書類確認 

入国管理局に申請 

 

 

・書類の提出 

・事情の説明 

入国管理局 

 受 理 など 

・在留期間の更新 

・在留資格の変更 

・再入国許可 

・資格外活動許可 

許可証交付 
許可証交付 

（数週間後個別に呼出掲示） 
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5. 申請の種類 

（1）在留期間の更新
こうしん

 

  留学生が在留を許可される期間は二年間（状況により一年間）ですので、その期限までに在留期

間の更新を行わなければなりません。この手続きは、原則として在留期間が終了する 10 日前までに 

終了していなければならないので、余裕をもって入国管理局で手続きを行ってください。（受付は

１ヶ月前からです。）申請には以下のものが必要ですが、個々
こ こ

の事情
じじょう

によって提出物
ていしゅつぶつ

が異なること

もありますので、学務部もしくは入国管理局に問い合わせてください。 

 

① 在 留
ざいりゅう

期間
き か ん

更新
こうしん

許可
き ょ か

申請書
しんせいしょ

（申請用紙は学務部または入国管理局にあります） 

② 在学
ざいがく

証明書
しょうめいしょ

（学内設置の証明書発行機で発行） 

③ 成績
せいせき

証明書
しょうめいしょ

（証明書発行機）、成績が証明できない場合は履修証明書（大学で発行） 

④ 奨学金
しょうがくきん

受 給
じゅきゅう

証明書
しょうめいしょ

 （大学で発行）または 経費
け い ひ

の支弁
し べ ん

を立 証
りっしょう

する資料
しりょう

 

⑤ パスポート 

⑥ 外国人
がいこくじん

登録証
とうろくしょう

・学生証
がくせいしょう

 

⑦ 手数料 ４,０００円 

⑧ その他、入国管理局で提出を求められた物 

⑨ 資格外活動許可申請書、再入国許可書・・・必要に応じて 

  

（入国管理局での手続き） 

 まず、必要事項を記入し、①〜⑥を持って入国管理局へ行き、①にサインをし、申請をしてくだ

さい。申請を行うとパスポートに申請中の旨
むね

と日付
ひ づ け

のスタンプが押されます。在留期間更新の許

可がおりると、ハガキで通知
つ う ち

が来ます。ハガキ、パスポート、外国人登録証、手数料 4,000 円を

持って入国管理局で手続きを行って下さい。 

 

（2）在留資格の変更 

  外国人が４年制大学に在学するためには、原則として「留学」の在留資格が必要です。 

日本語学校や専門学校に通っていた者は「就学」から「留学」に在留資格の変更をする必要があ

ります。また、日本で就職をする学生も「留学」から「就労」等に在留資格を変更する必要があり

ます。申請には以下のものが必要ですが、個々の事情
じじょう

によって提出物が異なることもありますので、

学務部もしくは入国管理局に問い合わせてください。 

 

① 在 留
ざいりゅう

資格
し か く

変更
へんこう

許可
き ょ か

申請書
しんせいしょ

（申請用紙は学務部または入国管理局にあります） 

② 入 学
にゅうがく

許可証
きょかしょう

 … 入学前に申請する場合（大学で発行します） 

 ③ 奨学金
しょうがくきん

受 給
じゅきゅう

証明書
しょうめいしょ

 または 経費の支弁を立証する資料 

④ 住 居
じゅうきょ

の賃貸
ちんたい

契約書
けいやくしょ

の写
うつ

し 

⑤ パスポート 

⑥ 外国人
がいこくじん

登録証
とうろくしょう

 

⑦ 手数料 ４,０００円 

⑧ その他、入国管理局で提出を求められた物 

預金残高証明書や預金通帳の写し等 

預金残高証明書や預金通帳の写し等 
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（入国管理局での手続き） 

  必要事項を記入し、①〜⑥を持って入国管理局へ行き、①にサインをし、申請をしてください。

書類を提出すると、パスポートに申請中の旨と日付のスタンプが押されます。後日、在留資格変

更の許可がおりると、ハガキで通知が来ます。ハガキ、パスポート、外国人登録証、手数料、4,000

円を持って入国管理局で手続きを行って下さい。 

注注注注））））「就学」のビザでは、学費
が く ひ

の減免
げんめん

、奨学金
しょうがくきん

の申請
しんせい

等
など

ができません。入学後速
すみ

やかに「留学」

のビザに切
き

り替
か

えを行ってください。 

 

（3）再入国
さいにゅうこく

 

  許可されている在留期間内に、一度日本を出国した後で再び日本に入国しようとする場合、改め

て日本のビザを取得しなければなりません。事前に再入国許可証の申請、許可を受けると、改めて

日本のビザを取る必要がなくなり便利です。手続きを確実にするためにも、必ず日本を出国する前

に再入国許可を受けてください。申請書類には以下のものが必要です。 

① 再入国許可申請書（申請用紙は事務局または入国管理局にあります） 

② パスポート 

③ 外国人登録証・学生証 

④ 手数料  １回限りの許可 … ３,０００円  数次有効の許可 … ６,０００円 

⑤ その他、入国管理局で提出を求められた物 

 

（入国管理局での手続き） 

 必要事項を記入し、①〜④を持って入国管理局へ行き、①にサインをして申請を行ってください。

特に問題がなければ、その日に許可証が交付されます。 

注注注注））））出国の際は、外国人登録証明書を必ず携行し、必ず再入国許可期限内に日本に戻るようにし

てください。 

 

（4）資格外
しかくがい

活動届
かつどうとどけ

 

留学ビザは、勉学する目的で在留している者に与えられるものです。留学中の学費そ 

の他の必要
ひつよう

経費
け い ひ

を補う目的でアルバイトを行なう場合には、資格外活動の許可を受けなければなり 

ません。なお、アルバイトは週 28 時間以内、長期
ちょうき

休暇中
きゅうかちゅう

は 1日 8 時間以内で認められます。「週

間就労時間」に記入する場合は、28 時間までとしてください。 

なお、アルバイトをするときには、必ず資格外
しかくがい

活動
かつどう

許可証
きょかしょう

の写
うつ

しを携帯
けいたい

して下さい。 

 

① 資格外活動許可申請書（申請用紙は学務部または入国管理局にあります） 

② 前回の資格外活動許可証（持っている者のみ） 

③ パスポート 

④ 外国人
がいこくじん

登録証
とうろくしょう

・学生証
がくせいしょう

 

⑤ 別記
べ っ き

（大学で発行します） 

⑥ 副申書
ふくしんしょ

（大学で発行します） 

⑦ その他、入国管理局で提出を求められた物 

（入国管理局での手続き） 
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  ①の書類に記入し、事務局に提出すると、⑤と⑥が発行されます。①〜⑥を持って入国管 

理局に申請を行うと、特に問題がなければ、その日に許可証
きょかしょう

が交付
こ う ふ

されます。 

 

（5）継
けい

続
ぞく

就
しゅう

職
しょく

活動のための在留資格変更 

大学を卒業しても、日本で引き続き就職活動を行う場合、在留資格を問わず、最長 1年程度の期

間の滞在の申請ができます。就職活動の継続を立証するためにつぎの書類が必要になります。 

  なお、延長期間中は「資格外活動」や「再入国許可」の申請をすることができます。 

 

① 大学からの推薦書 

② 大学の卒業証書又は卒業証明書 

③ 在留中の一切の経費支弁能力を証明する文書 

 

 

変更変更変更変更
へんこう

やややや更新更新更新更新
こうしん

をををを行行行行ったったったった場合場合場合場合はははは、、、、必必必必ずずずずコピーコピーコピーコピーをををを事務局事務局事務局事務局までまでまでまで提出提出提出提出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

なおなおなおなお、、、、日本日本日本日本のののの法律法律法律法律
ほうりつ

にににに違反違反違反違反
いはん

したしたしたした場合場合場合場合はははは 強 制強 制強 制強 制
きょうせい

退去退去退去退去
たいきょ

処分処分処分処分
しょぶん

となりますとなりますとなりますとなります。。。。    
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Ⅴ その他 

 

⒈ 大学への諸届
しょとど

け 

 本人の現住所・電話番号、保証人の住所・電話番号、本国の住所等を変更した時や、長期
ちょうき

欠席
けっせき

や退学
たいがく

するときは、早めに学務部へ届け出てください。また、変更の有無に関わらず、「留学生在籍確認カ

ード」を毎月、グループ担当教員へ提出してください。 

 なお、留学生で帰国
き こ く

または他国
た こ く

に旅行
りょこう

する場合は、学務部に必ず届け出てください。 

 

⒉ 学費
が く ひ

の納 入
のうにゅう

 

 学費の納入は全納
ぜんのう

を原則としておりますが、分納もできます。納入の際は本学
ほんがく

の所定用紙（毎年３

月、分納
ぶんのう

の者に対しては後期分を 9月）を送付しますので、決められた期間内に必ず納入して下さい。 

  

 全納 および 前期分納   4 月 1 日〜 4 月 30 日 

  後期分納        10 月１日〜10 月 31 日 

 

なお、留学生は半期ごとの成績により学費
が く ひ

減免
げんめん

の対象となります。本学の学費減免の規程
き て い

は次のと

おりです。 

 

(1)入学年度（編入学生を含む） 

前期 … 全員を対象とし、前期学費の 30％を減免する（2009 年度 10 万 5 千円）。 

後期 … 本学規定により、本年度前記までの成績が、本学 GPA1.7 以上の者を減免の対象と

する。 

 (2)入学年度以降 

前期 … 本学規定により、前年度後期までの成績が、本学 GPA1.7 以上の者を減免の対象と

する。 

後期 … 本学規定により、本年度前期までの成績が、本学 GPA1.7 以上の者を減免の対象と

する。 

 

 学費支払期間内に学費の振込
ふりこみ

ができない場合は、つるみキャンパス法人事務局で相談し、「学費
が く ひ

延納
えんのう

願
ねがい

」を提出してください。 

「学費延納願」は本人の署名
しょめい

・捺印
なついん

の上、納入期間内に提出してください。延納の期間は原則とし

て１ケ月です。また、振込用紙は納入期限を過ぎると使用できません。 
 

⒊ 各種
かくしゅ

証明書
しょうめいしょ

の発行 

 各種
かくしゅ

証明書は、事務局ホールに設置している証明書
しょうめいしょ

自動
じ ど う

発行機
はっこうき

で発行できます。 

英文
えいぶん

による証明書、奨学金
しょうがくきん

受 給
じゅきゅう

証明書、履修
りしゅう

証明書などの特殊
とくしゅ

な証明書については、学務部で受

付を行っています。（窓口発行には数日かかる場合もあります） 
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 ○学生
がくせい

運賃
うんちん

割引証
わりびきしょう

（学割
がくわり

） 

  学生運賃割引証は、旅行や研 修
けんしゅう

などで鉄道
てつどう

を利用する際に、片道
かたみち

の乗 車
じょうしゃ

距離
き ょ り

が 100ｋｍを超える 

区間
く か ん

で利用できます。乗車券を購入の際に、学生証と学生運賃割引証を駅窓口に提示して下さい。

学割による割引額
わりびきがく

は２割、有効期
ゆうこうき

間
かん

は３ケ月以内です。 

 

⒋ 学生への連絡 

 大学から学生への連絡は原則として全て掲示で行います。授業関係、呼び出し、図書館や保健室か

らの連絡など、掲示がいち早く情報の更新が行われるため、掲示板を見る習慣をつけてください。 

留学生向け奨学金募集など、留学生のみに関する掲示は「留学生」のコーナーがあります。 

なお、本学 web から携帯電話のメール登録を行うと、大学からの休講など緊急の連絡を受けること

ができます。 
 

⒌ 学内サークル（部活動） 

 学内のサークルには、文化部
ぶ ん か ぶ

連合会
れんごうかい

加盟
か め い

団体
だんたい

と体育部
たいいくぶ

連合会
れんごうかい

加盟
か め い

団体
だんたい

とがあり、それぞれつるみ 

キャンパス、みどりキャンパス（主に体連関係）を拠点
きょてん

として活動を行っています。各団体のみの活

動だけではなく、大学
だいがく

行事
ぎょうじ

にも積極的
せっきょくてき

に参加
さ ん か

しています。 

 

○文化系サークル（文化部
ぶ ん か ぶ

連合
れんごう

会所属
かいしょぞく

） 

   会計学
かいけいがく

研究部
けんきゅうぶ

 軽音楽部
けいおんがくぶ

 芸術部
げいじゅつぶ

 漫画
ま ん が

研究部
けんきゅうぶ

 商大ネットワーク部 ユースホステル部 

Dance 部 JAZZ 研究部 

 

○体育系サークル（体育部
たいいくぶ

連合会所属） 

   空手道部
か ら て ど う ぶ

 剣道部
けんどうぶ

 硬式
こうしき

庭球部
ていきゅうぶ

 硬式
こうしき

野球部
やきゅうぶ

 自動車部 柔道部
じゅうどうぶ

 ソフトテニス部  

アーチェリー部 アメリカンフットボール部 ゴルフ部 サッカー部 バスケットボール部 

バドミントン部 ハンドボール部 ラグビー部 軟式
なんしき

野球部
やきゅうぶ

 フットサル部 フェンシング部 

バレーボール部 弓 道
きゅうどう

部
ぶ

 

 

⒍ 各種
か く し ゅ

イベント 

 本学
ほんがく

では、11 月初 旬
しょじゅん

に学生にとって最大
さいだい

のイベントである『飯山祭
いいやまさい

』が、つるみキャンパスで

行われます。これは学生による飯山祭
いいやまさい

実行
じっこう

委員会
いいんかい

が主体となり、一つのテーマの下
もと

に学内に集
つど

い、ゼ

ミ研 究
けんきゅう

活動
かつどう

、学 修
がくしゅう

や部活動の成果
せ い か

を学内外
がくないがい

に発表するものです。また、学外からゲストを招
まね

いたト

ークショーや、学生による音楽ライブ、出店
で み せ

などの各種
かくしゅ

イベントも飯山祭の楽しみのひとつです。        

なお、留学生会も毎年出店
で み せ

を出すなどして参加し、好 評
こうひょう

を得ています。 

また、飯山祭期間中、留学生会は出店以外にも「留学生フォーラム」を開催
かいさい

しています。昨年の留

学生フォーラムは、「すばらしい日本」というテーマを掲げ、パネラーによる発表、ディスカッショ

ンを行いました。 
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このようなイベントは、大学の発展と学生生活の充 実
じゅうじつ

を共に考える貴重
きちょう

な一時
ひととき

を与えてくれるほか、

企画
き か く

の立案
りつあん

やプレゼンテーション、イベントにかかる予算
よ さ ん

立
だ

てや最後の決算
けっさん

報告など、実際の社会の

一面を学ぶことができる良い機会となるでしょう。 

また、学生自治会や体育部連合会、文化部連合会、留学生会が開催
かいさい

するイベントもありますので、

それにも積極的
せっきょくてき

に参加するとよいでしょう。 
 
 

⒎ 育友会
いくゆうかい

 

 本学
ほんがく

には、大学と家庭との連絡
れんらく

を密
みつ

にして学生の教 育
きょういく

環 境
かんきょう

を支
ささ

えることを目的とした『育友会』

という父母会
ふ ぼ か い

組織
そ し き

があります。学費
が く ひ

負担者
ふたんしゃ

として登録
とうろく

された者を会員
かいいん

として、相互
そ う ご

扶助
ふ じ ょ

の精神により、

次のような共 済
きょうさい

事業
じぎょう

を行っています。学内だけでなく学外で怪我をした場合、事務局に「傷害 
しょうがい

事故
じ こ

報告書
ほうこくしょ

」（事務局備え付け）を提出してください。その際、治療費
ちりょうひ

が発生した場合は治療金額により

見舞金
みまいきん

を請 求
せいきゅう

できるため、領収書を保管しておいてください。 

 

＊留学生の父母（学費負担者）も育友会の会員です。 

 

 ⑴ 在学生全員を保険
ほ け ん

に加入させることにより、正課
せ い か

授 業 中
じゅぎょうちゅう

や課外
か が い

活動中
かつどうちゅう

、また学内 

外を問わず、学生の生活を２４時間保証しています。 

   ① 正課中およびそれに 準
じゅん

ずる研 究
けんきゅう

活動中
かつどうちゅう

に発生したケガおよび死亡、後遺症
こういしょう

。 

   ② 学生の日常生活（課外活動等も含む）での事故による傷害死亡、所定
しょてい

の廃疾 
はいしつ

。 

   ③ 病気による死亡、廃疾。 

 ⑵ 学費
が く ひ

支弁者
しべんしゃ

たる会員が不幸にして死亡したときは、その遺志
い し

をつぎ、無事
ぶ じ

子弟
し て い

が 

   所定の課程を卒業できるよう、卒業までの授業料の補助
ほ じ ょ

を行なう。 

 ⑶ 会員が不慮
ふ り ょ

の災害に遭遇
そうぐう

したときは見舞金
みまいきん

を支給する。 

 ⑷ 学生の正課中および課外活動中、生活中の傷 害
しょうがい

事故
じ こ

に対して見舞金
みまいきん

を支給する。 
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Ⅵ 留学生会 

 

⒈ 本学における外国人留学生制度の沿革 

 日本人が外国に留学した遠い記録は 2500 年の昔に遡ります。我が国では遣隋使（607 年）や遣唐使

（630 年）などを始め、数多くの留学生派遣によって外国文化を吸収し、明治維新以後、多数の留学生

が海外に学んで、日本の近代化に大きく貢献しました。 

 一方、外国から日本に留学する者も次第に増加しましたが、閉鎖的な日本人の態度によって思わぬ

反日感情を持たらしめたことも少なくありませんでした。 

 戦後、これに反省し、外国人留学生にも積極的に大学の門戸を開き、国際文化交流に資する機運が

高まりました。国際都市横浜に位置し、国際的感覚を養うことを目標の一つに掲げる本学でも、外国

人留学生を受け入れることとなったのです。 

 正規の学生として外国人留学生を受け入れたのは、昭和 57 年のことであり、北京第二外国語学院分

院の北京旅游学院管理学科からの滕開君が最初でした。しかし、それ以前に聴講生として台湾から蘇

松標君が、米国からマイケル・ストーン君が在学したことも忘れてはならないでしょう。 

 本学
ほんがく

は、小規模ながら外国人留学生の受け入れと、その教育の充実に努め、本学
ほんがく

学生の国際感覚を

養
やしな

うとともに、外国人留学生の日本の理解を促進したいと願っています。 

 

⒉ 留学生会会則 

  

 第１条 会の名称 

     本会は「横浜商科大学留学生会」と称する。 

 第２条 会の目的 

     ⑴本学
ほんがく

に在学中の留学生の間の友情を深めること。 

     ⑵日本人学生と交流すること 

       ⑶他の大学の留学生と交流すること。 

     ⑷外国人の新入生及びこの大学に留学を希望する受験生に対して必要な援助 

        をすること。 

    ⑸会員が協力して行なう活動により豊かな学生生活を過ごすこと。 

  ⑹本学
ほんがく

を卒業した学友に対して連絡の役を受け持つこと。 

 第３条 会員 

     ⑴一般会員：横浜商科大学に在学中の留学生はすべて会員になる資格を持つ。 

第４条 会員の特権 

⑴一般会員の発言、投票、棄権、選挙への参加、及び本会のあらゆる活動に参加する

権利を持つ。 
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 第５条 会員の義務 

     ⑴すべての会員はこの会のあらゆる規則を守る義務がある。 

     ⑵すべての会員は年次大会に出席すること。 

 第６条 執行委員会 

     ⑴執行委員会は次の会員で構成される。 

     ⒜会長 

   ⒝副会長（若干名） 

   ⒞会計 

 第７条 執行委員会は会員大会で指名され、任期は１年とする。 

 第８条 執行委員会の権限 

     ⑴大会を開くための準備 

  ⑵大会の規則に違反した会員に対する処分の決定 

  ⑶大会の代表としての外部機関との連絡 

  ⑷大会の予算、財政の運営 

     ⑸小委員会の指名 

 第９条 会費 

     必要に応じて徴収すること。 

 第 10 条 会合 

     週１回、平常自由に参加すること。 

     特別の場合、会合の時にその都度通知すること。 

 

---------------------------------------------------------------------    
    

    

住所変更住所変更住所変更住所変更やややや、、、、そのそのそのその他届他届他届他届けけけけ出出出出のののの変更変更変更変更があがあがあがあるるるる場合場合場合場合はははは、、、、変更後変更後変更後変更後すぐにすぐにすぐにすぐに    

事務局窓口事務局窓口事務局窓口事務局窓口にににに届届届届けでてくださいけでてくださいけでてくださいけでてください。。。。    
    
 
 

つるみキャンパス：横浜市鶴見区東寺尾 4-11-1 

〠230-8577  ☎（045）571-3901 
 

みどりキャンパス：横浜市緑区西八朔町 761 
〠226-0024  ☎（045）934-2001    

    




